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議案第１２５号 

上越市手数料条例の一部改正について 

上越市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和６年１２月４日提出 

上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市手数料条例の一部を改正する条例 

上越市手数料条例（平成１２年上越市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３６号中「確認申請」の次に「又は計画通知に係る」を、「次号」の次に「又は

第３８号」を加え、同号の表を次のように改める。 

床面積の合計 手数料の額 

３０平方メートル以内のもの 確認の特例 ８，０００円 

確認の特例以外 １２，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メートル以内

のもの 

確認の特例 １５，０００円 

確認の特例以外 ２２，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以

内のもの 

確認の特例 ２１，０００円 

確認の特例以外 ３３，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以

内のもの 

４４，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メート

ル以内のもの 

５８，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メ

ートル以内のもの 

８３，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方

メートル以内のもの 

２０７，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平

方メートル以内のもの 

３２６，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ５８３，０００円 

備考 

ア 一の申請において、確認の特例以外の建築物のほかに、確認の特例の建築物を含

む計画の場合は、それぞれの建築物の床面積を合計し、床面積の合計が２００平方
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メートル以内のものにあっては、確認の特例以外の項に定める手数料の額とする。 

イ この表に定める床面積の合計は、次に掲げる区分により算出する床面積の合計の

面積により算定する。 

(ア) 建築物を建築する場合（(イ)に掲げる場合及び移転する場合を除く。） 当該建

築に係る部分の床面積 

(イ) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合（移転する場合

を除く。） 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加す

る部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

(ウ) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその

用途を変更する場合（(エ)に掲げる場合を除く。） 当該移転、修繕、模様替え

又は用途の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

(エ) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若

しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１ 

第２条中第１４４号を第１４５号とし、第１３１号から第１４３号までを１号ずつ繰り下

げ、同条第１３０号中「１万平方メートル」を「１０，０００平方メートル」に、「５万平

方メートル」を「５０，０００平方メートル」に改め、同号を同条第１３１号とし、同条中

第１２２号から第１２９号までを１号ずつ繰り下げ、同条第１２１号中「第３６条第２項」

を「第３１条第２項」に、「第３５条第２項」を「第３０条第２項」に、「第３６条第１項」

を「第３１条第１項」に改め、同号イ中「第３７号」を「第３８号」に改め、同号を同条第

１２２号とし、同条第１２０号中「第３６条第１項」を「第３１条第１項」に改め、「次に

定める額（」の次に「ただし、複数の場合に該当するときは、それぞれの額を合算した額。」

を加え、同号ア中「第１１７号」を「第１１９号」に改め、同号イ中「第１１７号ア」を

「第１１９号ア」に改め、同号ウ中「第１１７号イ」を「第１１９号イ」に改め、同号エ中

「第１１７号ウ」を「第１１９号ウ」に改め、同号を同条第１２１号とし、同条第１１９号

中「第３５条第２項」を「第３０条第２項」に、「第３４条第１項」を「第２９条第１項」

に改め、同号イ中「第３７号」を「第３８号」に改め、同号を同条第１２０号とし、同条第

１１８号を削り、同条第１１７号中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「第  

１１９号」を「次号」に改め、「次に定める額（」の次に「ただし、複数の場合に該当する

ときは、それぞれの額を合算した額。」を加え、同号アの表中「第４４条」を「第３６条」

に、「第３５条第１項各号」を「第３０条第１項各号」に改め、同号を同条第１１９号とし、

同条第１１６号中「第１１条」を「第１３条」に、「前号イ(ア)の表の左欄に掲げる当該証明
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に係る建築物の区分に応じ、同表の中欄又は右欄に定める額」を「次に掲げる場合の区分に

応じ、次に定める額（ただし、複数の場合に該当するときは、それぞれの額を合算した額）」

に改め、同号に次のように加える。 

ア 主たる建築物（非住宅部分に限る。）で床面積の増加を伴わない場合 前号イ(ア)の

表の左欄に掲げる当該証明に係る建築物の区分に応じ、同表の中欄又は右欄に定める

額 

イ 主たる建築物（住宅部分に限る。）で床面積の増加を伴わない場合 前号ウ(ア)の表

の第１欄に掲げる当該証明に係る建築物の区分に応じ、同表の第２欄、第３欄又は第

４欄に定める額 

第２条第１１６号を同条第１１８号とし、同条第１１５号中「第１２条第２項」を「第   

１１条第２項」に、「第１３条第３項」を「第１２条第３項」に改め、「１件につき、次に

掲げる場合の区分に応じ、次に定める額」の次に「（ただし、複数の場合に該当するときは、

それぞれの額を合算した額）」を加え、同号ア中「非住宅部分の」を削り、同号ア(ア)及び(イ)

中「建築物の場合」の次に「（非住宅部分に限る。）」を加え、同号アに次のように加える。 

(ウ) 主たる建築物の場合（住宅部分に限る。） 次の表の第１欄に掲げる当該判定に

係る建築物の区分に応じ、同表の第２欄、第３欄又は第４欄に定める額 

建築物の区分 標準計算法による

基準に適合するか

どうかの判定を行

う場合 

仕様・計算併用法

による基準に適合

するかどうかの判

定を行う場合 

仕様基準による基

準に適合するかど

うかの判定を行う

場合 

一 戸

建 て

の 住

宅 

増加をしようとす

る住宅部分の床面

積の合計が２００

平方メートル未満

のもの 

３３，３００円 ２５，５００円 １８，０００円 

増加をしようとす

る住宅部分の床面

積の合計が２００

平方メートル以上

のもの 

３６，８００円 ２７，９００円 ２０，０００円 

共 同 増加をしようとす ６５，２００円 ４９，２００円 ３３，０００円 
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住 宅

等 

る住宅部分の床面

積の合計が３００

平方メートル未満

のもの 

   

増加をしようとす

る住宅部分の床面

積の合計が３００

平方メートル以上

２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１０６，１００円 ８０，０００円 ５５，０００円 

増加をしようとす

る住宅部分の床面

積 の 合 計 が   

２，０００平方メ

ー ト ル 以 上  

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

１７７，８００円 １３６，３００円 ９５，０００円 

増加をしようとす

る住宅部分の床面

積 の 合 計 が   

５，０００平方メ

ートル以上のもの 

２５３，１００円 １９７，４００円 １４２，０００円 

(エ) 他の建築物（住宅部分に限る。）で、標準計算法による基準、仕様・計算併用法

による基準又は仕様基準による基準に適合するかどうかの判定を行う場合 次の表

の左欄に掲げる当該判定に係る建築物の区分に応じ、同表の右欄に定める額 

建築物の区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ５,８００円 

共 同

住 宅

等 

増加をしようとする住宅部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

１０,０００円 

増加をしようとする住宅部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２,０００平方メートル未満のもの 

２２,４００円 
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 増加をしようとする住宅部分の床面積の合計が２,０００

平方メートル以上５,０００平方メートル未満のもの 

４４,６００円 

増加をしようとする住宅部分の床面積の合計が５,０００

平方メートル以上のもの 

７６,４００円 

第２条第１１５号イ(ア)の表中 

「      
 床面積が３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満のもの  

１３１，０００円 ５３，８００円  
を 

    
」 

 
「      
 床面積が３００平方メートル未満の

もの 

１０５，９００円 ４３，４００円  

に、 
 床面積が３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル未満のもの 

１３１，０００円 ５３，８００円  

    」  
「      
 床面積が３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満のもの  

１８，４００円 １６，５００円  
を 

    
」 

 
「      
 床面積が３００平方メートル未満の

もの 

１４，９００円 １３，１００円  

に改め、 
 床面積が３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル未満のもの 

１８，４００円 １６，５００円  

    」  
同号イ(イ)の表中 

「      
 床面積が３００平方メートル以上 

１,０００平方メートル未満のもの 

９，５００円 ９，５００円  
を 

    」  
「      
 床面積が３００平方メートル未満の

もの 

５，０００円 ５，０００円  

に改め、 
 床面積が３００平方メートル以上 

１,０００平方メートル未満のもの 

９，５００円 ９，５００円  

    」  
同号に次のように加える。 
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ウ その他の場合（住宅部分に限る。） 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額 

(ア) 主たる建築物の場合 次の表の第１欄に掲げる当該判定に係る建築物の区分に応

じ、同表の第２欄、第３欄又は第４欄に定める額 

建築物の区分 標準計算法による

基準に適合するか

どうかの判定を行

う場合 

仕様・計算併用法

による基準に適合

するかどうかの判

定を行う場合 

仕様基準による基

準に適合するかど

うかの判定を行う

場合 

一 戸

建 て

の 住

宅 

床 面 積 の 合 計 が 

２００平方メート

ル未満のもの 

１６，７００円 １２，８００円 ９，０００円 

床 面 積 の 合 計 が 

２００平方メート

ル以上のもの 

１８，４００円 １４，０００円 １０，０００円 

共 同

住 宅

等 

床 面 積 の 合 計 が 

３００平方メート

ル未満のもの 

３２，６００円 ２４，６００円 １６，５００円 

床 面 積 の 合 計 が 

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

５３，１００円 ４０，０００円 ２７，５００円 

床 面 積 の 合 計 が 

２，０００平方メ

ー ト ル 以 上  

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

８８，９００円 ６８，２００円 ４７，５００円 

床 面 積 の 合 計 が 

５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１２６，６００円 ９８，７００円 ７１，０００円 

(イ) 他の建築物で、標準計算法による基準、仕様・計算併用法による基準又は仕様基

準による基準に適合するかどうかの判定を行う場合 次の表の左欄に掲げる当該判

定に係る建築物の区分に応じ、同表の右欄に定める額 
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建築物の区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ２，９００円 

共 同 

住 宅

等 

床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５，０００円 

床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１１，２００円 

床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

２２，３００円 

床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ３８，２００円 

第２条第１１５号を同条第１１７号とし、同条第１１４号中「第１２条第１項」を「第   

１１条第１項」に、「第１３条第２項」を「第１２条第２項」に改め、「次に定める額」の

次に「（ただし、複数の場合に該当するときは、それぞれの額を合算した額）」を加え、同

号ア中「第３７条」を「第３２条」に、「第３４条第３項各号」を「第２９条第３項各号」

に改め、同号アの表を次のように改める。 

建築物の区分 標準入力法等による基準

（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令

（平成２８年経済産業

省・国土交通省令第１

号。以下「基準省令」と

いう。）第１条第１項第

１号イの基準をいう。以

下同じ。）に適合するか

どうかの判定を行う場合 

モデル建物法による基準

（基準省令第１条第１項

第１号ロの基準をいう。

以下同じ。）に適合する

かどうかの判定を行う場

合 

工 場

等 以

外 

床面積が３００平方メート

ル未満のもの 

２１１,８００円 ８６,８００円 

床面積が３００平方メート

ル以上１,０００平方メート

ル未満のもの 

２６２,０００円 １０７,６００円 

床面積が１,０００平方メー

トル以上２,０００平方メー

トル未満のもの 

３３６,７００円 １３９,２００円 
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 床面積が２,０００平方メー

トル以上５,０００平方メー

トル未満のもの 

４７６,５００円 ２１９,５００円 

床面積が５,０００平方メー

トル以上１０,０００平方メ

ートル未満のもの 

５８４,７００円 ２８３,７００円 

床面積が１０,０００平方メ

ートル以上２５,０００平方

メートル未満のもの 

６８９,４００円 ３３９,０００円 

床面積が２５,０００平方メ

ートル以上のもの 

７８５,２００円 ３９６,２００円 

工 場

等 

床面積が３００平方メート

ル未満のもの 

２９,７００円 ２６,２００円 

床面積が３００平方メート

ル以上１,０００平方メート

ル未満のもの 

３６,８００円 ３２,９００円 

床面積が１，０００平方メ

ートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

４７，６００円 ４２，８００円 

床面積が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

９９，９００円 ９４，０００円 

床面積が５，０００平方メ

ートル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１４３，３００円 １３６，８００円 

床面積が１０，０００平方

メートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１７４，９００円 １６７，７００円 

床面積が２５，０００平方

メートル以上のもの 

２１４，１００円 ２０５，８００円 

第２条第１１４号イの表中 
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「      

 床面積が３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル未満のもの 

１９,０００円 １９,０００円  
を 

    」  
「      

 床面積が３００平方メートル未満の

もの 

１０,０００円 １０,０００円  

に改め、 
 床面積が３００平方メートル以上

１，０００平方メートル未満のもの 

１９,０００円 １９,０００円  

    」  

同号に次のように加える。 

ウ 住宅部分である主たる建築物で、次の表の第２欄、第３欄又は第４欄に掲げる判定

を行う場合 同表の第１欄に掲げる当該判定に係る建築物の区分に応じ、同表の第２

欄、第３欄又は第４欄に定める額 

建築物の区分 標準計算法による

基準（基準省令第

１条第１項第２号

イ⑴及び同号ロ⑴

の基準をいう。こ

の号及び次号にお

いて同じ。）に適

合するかどうかの

判定を行う場合 

仕様・計算併用法

による基準（基準

省令第１条第１項

第２号イ⑵若しく

は同省令第１０条

第２号イ⑵及び同

省令第１条第１項

第２号ロ⑴又は同

号イ⑴及び同号ロ

⑵若しくは同省令

第１０条第２号ロ

⑵の基準をいう。

この号及び次号に

おいて同じ。）に

適合するかどうか

の判定を行う場合 

仕様基準による基

準（基準省令第１

条第１項第２号イ

⑵及び同号ロ⑵又

は同省令第１０条

第２号イ⑵及び同

号ロ⑵の基準をい

う。この号及び次

号 に お い て 同

じ。）に適合する

かどうかの判定を

行う場合 

一 戸

建 て 

の 住 

床 面 積 の 合 計 が 

２００平方メート

ル未満のもの 

３３，３００円 ２５，５００円 １８，０００円 
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宅 床 面 積 の 合 計 が 

２００平方メート

ル以上のもの 

３６，８００円 ２７，９００円 ２０，０００円 

共 同

住 宅

等 

床 面 積 の 合 計 が 

３００平方メート

ル未満のもの 

６５，２００円 ４９，２００円 ３３，０００円 

床 面 積 の 合 計 が 

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

１０６，１００円 ８０，０００円 ５５，０００円 

床 面 積 の 合 計 が 

２，０００平方メ

ー ト ル 以 上  

５，０００平方メ

ートル未満のもの 

１７７，８００円 １３６，３００円 ９５，０００円 

床 面 積 の 合 計 が 

５，０００平方メ

ートル以上のもの 

２５３，１００円 １９７，４００円 １４２，０００円 

エ 住宅部分である他の建築物で、標準計算法による基準、仕様・計算併用法による基

準又は仕様基準による基準に適合するかどうかの判定を行う場合 次の表の左欄に掲

げる当該判定に係る建築物の区分に応じ、同表の右欄に定める額 

建築物の区分 手数料の額 

一戸建ての住宅 ５，８００円 

共 同

住 宅

等 

床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １０，０００円 

床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

２２，４００円 

床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

４４，６００円 

床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの ７６，４００円 

第２条第１１４号を同条第１１６号とし、同条第１１３号イ中「第３７号」を「第３８号」
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に改め、同号を同条第１１５号とし、同条第１１２号ア中「第１１０号ア」を「第１１２号

ア」に改め、同号イ中「第１１０号イ」を「第１１２号イ」に改め、同号を同条第１１４号

とし、同条第１１１号イ中「第３７号」を「第３８号」に改め、同号を同条第１１３号とし、

同条第１１０号アの表中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年

法律第５３号。以下「建築物省エネ法」という。）第４４条」を「建築物省エネ法第３６条」

に改め、同号を同条第１１２号とし、同条中第１０５号から第１０９号までを２号ずつ繰り

下げ、同条第１０４号中「第１０２号」を「第１０４号」に改め、同号イ中「第３７号」を

「第３８号」に改め、同号を同条第１０６号とし、同条第１０３号中「第１０７号」を「第

１０９号」に改め、同号を同条第１０５号とし、同条第１０２号中「第１０４号」を「第 

１０６号」に、「第１０５号」を「第１０７号」に、「第１００号の表」を「第１０２号の

表」に改め、同号を同条第１０４号とし、同条第１０１号イ中「第３７号」を「第３８号」

に改め、同号を同条第１０３号とし、同条中第５３号から第１００号までを２号ずつ繰り下

げ、同条第５２号中「（昭和２５年法律第２０１号）」を削り、同号を同条第５４号とし、

同条中第４５号から第５１号までを２号ずつ繰り下げ、同条第４４号中「中間検査申請」の

次に「又は特定工程工事終了通知に係る」を加え、同号の表中「１万平方メートル」を 

「１０，０００平方メートル」に、「５万平方メートル」を「５０，０００平方メートル」

に改め、同号を同条第４６号とし、同条第４３号中「完了検査申請」の次に「又は工事完了

通知に係る」を加え、同号を同条第４５号とし、同条第４２号中「完了検査申請」の次に

「又は工事完了通知に係る」を加え、同号を同条第４４号とし、同条第４１号中「完了検査

申請」の次に「又は工事完了通知に係る」を加え、「前号」を「第４１号」に改め、同号を

同条第４３号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(42)  建築物省エネ法第１０条第１項に規定する建築物（建築基準法（昭和２５年法律第  

２０１号）第６条の４第１項第３号に掲げる建築物を除く。）に関する完了検査申請又

は工事完了通知に係る手数料 前号に規定する額に、１件につき、次の表に定める額を

加算した額 

建築物の区分 手数料の額 

住 宅

部 分 

一戸建ての住宅 床面積の合計が２００平方メートル未

満のもの 

１１，０００円 

床面積の合計が２００平方メートル以

上のもの 

１２，０００円 

共同住宅等 床面積の合計が３００平方メートル未 ２４，０００円 



 

- 21 - 

満のもの  

床面積の合計が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満のもの 

４４，０００円 

床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満の

もの 

８１，０００円 

床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上のもの 

１２８，０００円 

非 住

宅 部 

分 

工場等（建築基準法

上の用途が工場（自

動車修理工場を含

む。）、危険物の貯

蔵若しくは処理に供

するもの、水産物の

増殖場若しくは養殖

場、倉庫業を営む倉

庫、倉庫業を営まな

い倉庫、卸売市場、

火葬場又はと畜場、

汚物処理場、ごみ焼

却場その他の処理施

設をいう。この号、

第１１６号及び第 

１１７号において同

じ。）以外 

床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

２４，０００円 

床面積の合計が３００平方メートル以

上１，０００平方メートル未満のもの 

３４，０００円 

床面積の合計が１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満の

もの 

４８，０００円 

床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満の

もの 

１０３，０００円 

床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方メートル未満

のもの 

１５０，０００円 

床面積の合計が１０，０００平方メー

トル以上２５，０００平方メートル未

満のもの 

１８６，０００円 

床面積の合計が２５，０００平方メー

トル以上のもの 

２２６，０００円 

工場等 床面積の合計が３００平方メートル未

満のもの 

９,０００円 

床面積の合計が３００平方メートル以

上１,０００平方メートル未満のもの 

１５,０００円 

床面積の合計が１,０００平方メートル ２４,０００円 
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以上２,０００平方メートル未満のもの  

床面積の合計が２,０００平方メートル

以上５,０００平方メートル未満のもの 

７２,０００円 

床面積の合計が５,０００平方メートル

以上１０,０００平方メートル未満のも

の 

１１３,０００円 

床面積の合計が１０，０００平方メー

トル以上２５,０００平方メートル未満

のもの 

１４３,０００円 

床面積の合計が２５，０００平方メー

トル以上のもの 

１７８,０００円 

第２条第４０号中「建築物に関する完了検査申請」の次に「又は工事完了通知に係る」を、

「次号」の次に「又は第４３号」を加え、同号ア中「完了検査申請」の次に「又は工事完了

通知」を加え、同号アの表を次のように改める。 

床面積の合計 手数料の額 

３０平方メートル以内のもの 検査の特例 １３，０００円 

検査の特例以外 １７，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メートル以

内のもの 

検査の特例 １６，０００円 

検査の特例以外 ２２，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル

以内のもの 

検査の特例 ２１，０００円 

検査の特例以外 ３０，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル

以内のもの 

４０，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メー

トル以内のもの 

５０，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの 

６７，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

１５０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの 

２３９，０００円 
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５０，０００平方メートルを超えるもの ４６０，０００円 

備考 

ア 一の申請において、検査の特例以外の建築物のほかに、検査の特例の建築物を

含む計画の場合は、それぞれの建築物の床面積を合計し、床面積の合計が２００

平方メートル以内のものにあっては、検査の特例以外の欄に定める手数料の額と

する。 

イ この表に定める床面積の合計は、次に掲げる区分により算出する床面積の合計

の面積により算定する。 

（ア） 建築物を建築した場合（移転した場合を除く。） 当該建築に係る部分の床

面積 

（イ） 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場

合 当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の２分の１ 

第２条第４０号イ中「完了検査申請」の次に「又は工事完了通知」を加え、同号イの表を

次のように改める。 

床面積の合計 手数料の額 

３０平方メートル以内のもの 検査の特例 １４，０００円 

検査の特例以外 １８，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メートル以

内のもの 

検査の特例 １７，０００円 

検査の特例以外 ２３，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル

以内のもの 

検査の特例 ２３，０００円 

検査の特例以外 ３２，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル

以内のもの 

４２，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メー

トル以内のもの 

５２，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの 

７１，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

１６０，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの 

２４９，０００円 
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５０，０００平方メートルを超えるもの ４６９，０００円 

備考 

ア 一の申請において、検査の特例以外の建築物のほかに、検査の特例の建築物を

含む計画の場合は、それぞれの建築物の床面積を合計し、床面積の合計が２００

平方メートル以内のものにあっては、検査の特例以外の項に定める手数料の額と

する。 

イ この表に定める床面積の合計は、次に掲げる区分により算出する床面積の合計

の面積により算定する。 

（ア） 建築物を建築した場合（移転した場合を除く。） 当該建築に係る部分の床

面積 

（イ） 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場

合 当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の２分の１ 

第２条第４０号を同条第４１号とし、同条第３９号中「確認申請」の次に「又は計画通知

に係る」を加え、同号を同条第４０号とし、同条第３８号中「確認申請」の次に「又は計画

通知に係る」を加え、同号を同条第３９号とし、同条第３７号中「確認申請」の次に「又は

計画通知に係る」を加え、「前号」を「第３６号」に改め、同号を同条第３８号とし、同号

の前に次の１号を加える。 

 (37) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下

「建築物省エネ法」という。）第１１条第１項ただし書及び第１２条第２項ただし書の

国土交通省令で定める特定建築行為のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第２条第１項第１号に規定する住

宅に関する確認申請又は計画通知に係る手数料 前号に規定する額に、１件につき、次

の表に定める額を加算した額 

建築物の区分 手数料の額 

一戸建て

の住宅 

床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １８，０００円 

床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ２０，０００円 

共同住宅

等 

床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ３３，０００円 

床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

５５，０００円 

床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

９５，０００円 
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 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの １４２，０００円 

第５条第１項第２号オ中「第２条第１３９号」を「第２条第１４０号」に改め、同号オを

同号カとし、同号エ中「第２条第１３８号」を「第２条第１３９号」に改め、同号エを同号

オとし、同号ウ中「第２条第１１６号」を「第２条第１１８号」に改め、同号ウを同号エと

し、同号イ中「第２条第１１５号」を「第２条第１１７号」に改め、同号イを同号ウとし、

同号ア中「第２条第１１４号」を「第２条第１１６号」に改め、同号アを同号イとし、同号

にアとして次のように加える。 

ア 第２条第３６号から第４６号までに規定する計画通知、工事完了通知又は特定工程

工事終了通知に係る手数料 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


